
介護業務と介護記録は、介護サービスの両輪！
｢介護記録｣は、利用者に質の高いサービスを提供する上で、とても重要です。職員間の情報の
共有はもちろんのこと、利用者の状態や変化、実際のサービスの提供の経過等を適切に記録する
ことは、利用者の自立支援につながるサービスを提供するためには必要不可欠です。また、事故
等が発生した場合には事業所のみならず利用者を守る手段になります。

介護記録は介護の証であり、介護業務のバトンです。
「介護記録」を読んだだけで誰もが、利用者や介護者の姿を思い浮べることが出来ますか？適切
に記録を取ることは職員の日々業務に「気づき」を与えます。また、他職種間や事業所間の連携
がスムーズになることも期待されます。

法令遵守を基本とした、記録に関する知識も持っていなければ、適切な記録とはいえません。
実地指導では記録の確認が年々厳しくなっています。改ざんや不適切な記録方法がないように、
記録をする必要があります。

本研修会では介護記録作成の際に、必要なポイントについて学びます。また、多数の事例を通し
て行政処分を受けないための｢記録｣の技術と知識を習得することができます。さらに個人演習、
グループワークを通じて「記録」の総点検が可能です。

『法令遵守』に対応する記録ですか？

　介護記録の基本を総点検することができます。
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　実地指導では記録の確認が厳しくなっています！

研修協力：お茶の水ケアサービス学院

行政処分をうけない記録の方法がわかる！

介護記録の書き方研修会

介護現場の「ねこの手」シリーズが
大好評！介護記録について多数の
著書を持つ「伊藤 亜記」先生による

【 研 修 内 容 】
・介護記録の必要性と重要性の理解
・介護記録の基礎知識と活用について
・法令遵守に対応した記録について
・介護記録の確認とポイント
・記録の点検
・記録改善の方法　
　　

開催日：平成25年8月30日（金）10：15～16：15（休憩含む）
会　場：長崎市市民会館文化ホール　　　　　　
　　　　長崎市魚の町５-１（長崎電気軌道『公会堂前』）
受講料：８，０００円
講　師：伊藤 亜記　氏 

　

記録がわかる！
スイスイ書ける！

株式会社ねこの手　代表取締役、介護コンサルタント
老人保健施設やケアハウスなどで介護相談員および
施設長代行を務めた後、株式会社ねこの手を設立。
介護コンサルタントとして多数の顧問先を持ち、実地
指導にまつまるコンサルテーションも行っている。
【主な著書】添削式介護記録の書き方（ひかりのくに）

介護記録研修会
経験の浅い職員さんへ
　本研修会は、経験の少ない方が、
介護記録の基礎を学ぶことができる
内容になっております。記録方法を
学ぶことは、日々の業務に「気づき」
を得ることにつながります。明日から
すぐに役立つ内容が満載です。

リーダー層の職員さんへ
　記録の書き方を職員に伝えることは
大変体力のいることと思います。
本研修会では、各職員や事業所全体の
現状を知ることができ、改善点も明確
になります。研修後のサポート体勢も
万全ですので、伝達研修等に役に立つ
内容になっております。

座学、個人演習、
グループワークを
交えて理解を深めます。


